
    「新城教育憲章」創設の趣意説明書 

 

 教育は日本と国民の「未来を方向づける営み」です。平和で民主的で幸福な社会

や家庭を構築するためには、教育の中立性・継続性・安定性が担保されなくてはな

りません。しかし、歴史を振り返ると、教育が時の権力者の都合によって歪曲化さ

れ、国民を不幸にした例が多くあります。そうした不幸を再びくりかえさないため

に、また、新城の地域や家庭の将来にわたる幸福が築けるよう、新城市教育委員会

では、市長の理解と協力を得て、「共育」「新城の三宝（自然・人・歴史文化）」を生

かした「新城教育憲章」を策定することとしました。以下は創設の事由です。 

 

１「教育委員会制度」が変わるなかで「教育の中立性」を担保します。 

平成１８年に「教育基本法」が改正され、翌１９年に「学校教育法」「地方教育行

政の組織及び運営に関する法律」「教育職員免許法及び教育公務員特例法」の教育三

法が改正されました。平成２７年４月１日からは「教育委員会制度」も変わります。

「責任体制の明確化」「迅速な危機管理体制の構築」「首長との連携強化」「国の関与」

等の改正です。これまでも首長には、「教育予算の編成・執行」「条例案の提出」など

教育に関する大きな権限がありました。これに加えて、首長が「直接教育長を任命」

「総合教育会議を招集」「教育大綱を策定」など、いっそうの権限強化が図られまし

た。それゆえ、首長によっては教育方針が大きく左右し、教育現場が混乱することも

想定されます。そうしたことを未然に防ぐ「教育の中立性を守る防波堤」として憲章

を策定することとしました。 

 

２「新城教育の目的」を明確にし、「学校教育・生涯学習の充実」を図ります。 

「平和で民主的な国家・社会の形成者としての資質を備え、人格の完成めざす」と

いう、憲法や教育基本法に述べられている理想を形にする教育を実現することが大切

です。そのためには、一人ひとりが勉学にいそしみ叡智を磨きアイデンティティを確

立する学習態度や生活習慣を身につけることです。これは、新城教育の「共育１２（と

もいくいいに）」のめざすところでもあります。「改革」「再生」といった言葉に振り

回されることなく、教育の普遍性・多様性のなかで子供や市民の教育機会が準備され

るように憲章に位置づけました。 

 

３ 日本の「資源は人材」であり、「人材を育てる教育」を進めます。 

エネルギーや鉱物資源の乏しい日本がグローバル社会で生き抜く秘策は、技術や頭

脳といった人間力です。これを十分に生かすためには、国際社会が平和でなくてはな

りません。戦後７０年間、日本は戦争のない平和な時代のなかで経済的な豊かさを手

に入れました。今後、世界のなかで「常により良い日本をつくる」ためには、教育に

よる人材育成が不可欠です。また、「日本が平和で健全な国として歩む」ためには、

教育の中立性の担保が重要です。人材こそ「日本の資源」「新城市の力」です。新城

市の「教育の充実」を期して憲章を策定しました。 


